
今後（令和５年５月８日以降）の医療提供体制の全体像

入院の必要がある
患者は診療した
医療機関が入院先
を調整

推奨される療養期間
を参考に自宅で療養

３

自己検査等
で陽性

自宅で療養

・体調が悪化した場合等は、当面
の間、県コールセンターで
「外来対応医療機関」を案内

・外来医療費は自己負担
（新型コロナ治療薬の費用
は公費支援）

「外来対応医療機関」は、当面
の間、県コールセンターで紹介

（※２）医師法に基づく医師の応招義務
・患者が発熱や上気道症状を有している又
はコロナに罹患していること（疑い含む）
のみを理由とした診療の拒否は「正当な理
由」に該当せず。

・診療が困難な場合は、少なくとも診療可
能な医療機関への受診を適切に勧奨。

入院

・入院医療費は自己負担
（新型コロナ治療薬の費用は
公費支援）

＜原則として全病院で対応＞

発熱等症状
がある

新型コロナに関するコールセンター
【青森県新型コロナウイルス感染症総合電話相談】
（☎０５７０－０６５－９６５ 24時間対応）

＜コールセンターで対応できること＞
・新型コロナウイルス感染症に関する一般的な相談
・発熱等の症状がある方への外来対応医療機関の案内
・新型コロナり患後症状（後遺症）の受診先相談
・新型コロナワクチン接種後の副反応の受診先相談

医療機関で陽性

陽性者との
接触がある

陽性者との
接触なし

重症化リスク
（※１）がある

または
症状が重い

重症化リスク
（※１）がない

かつ
症状が軽い

受診希望なし

自身の体調に応じ、受診の必要を感じ
た場合は、かかりつけ医等を受診

かかりつけ医、
外来対応医療機関

（※２）

自己検査に必要な
抗原定性検査キット

は薬局等で購入
（自己負担）

自身で検査

受診

自己検査等
で陰性

（※１）重症化リスク
がある方

・６５歳以上の高齢者
・基礎疾患を有する方
・妊婦

入院の必要がない
患者は推奨される
療養期間を参考に
自宅で療養


